
改正建築物省エネ法講習会

（仕様基準編）

日時：令和６年１０月２４日（木）１３：３0～

場所：エースパック未来中心

※オンライン併用開催

次 第

P４

P2６

P4３

挨拶

１ 鳥取県からの改正法の説明

（1） 制度改正を中心とした建築物省エネ法の説明

（2） 省エネ性能の仕様基準について

（３） 施行日前後のお願い事項

２ 仕様基準で適合する方法等

※別紙により説明

３ 演習問題

【アンケート・質問フォーム】改正建築物省エネ法講習会



県の説明のテキスト
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■省エネ基準適合義務制度の解説
（国土交通省作成）

テキスト
P-

資料のページの引用につい
てはスライド右上に表示

■建築基準法・建築物省エネ法
改正法制度説明資料（国土交通省作成）

国資料
P-

資料のページの引用についてはスライド右上に表示

（１） 制度改正を中心とした建築物省エネ法の説明
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テキスト
P-2
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テキスト
P-２



※以下、条⽂番号については建築物省エネ法令を指す

 新築・増改築を⾏うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化
 増改築の場合の省エネ基準適合が必要な部分について、増改築を⾏う部分へと⾒直し。
 適合義務の対象外となる最小面積を10㎡に設定。

義務対象 省エネ基準への適合義務化（法10条、令３条）

 ①仕様基準・誘導仕様基準に適合させる住宅、②住宅性能評価を受けた住宅、③⻑期
優良住宅認定⼜は⻑期使⽤構造等の確認を受けた住宅、については省エネ適判以外の⽅
法で省エネ基準適合を確認。

省エネ適判対象 新３号建築物を除き省エネ適判を原則化（法11条、規則２条）

⼆級建築⼠、⽊造建築⼠の資格に対応した省エネ適判員区分を創設
住宅性能評価員を省エネ適判員講習不要で省エネ適判員（住宅のみ）とすることを可能に。

審査体制 省エネ適判員の要件拡充（規則40、56条等）

省エネ基準適合義務化

 住宅性能評価・⻑期使⽤構造等の確認と、省エネ適判を同⼀機関に対して申請する場合
に、省エネ適判申請に係る書類のうち計画書の⼀部と添付図書を省略。

提出図書 提出書類の合理化（規則3条4項）

計画書等の様式⾒直し

改正法３年目施行の全体像（まとめ）
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テキスト
P-３
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テキスト
P-３
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テキスト
P-4
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テキスト
P-5
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テキスト
P-6
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テキスト
P-6
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テキスト
P-7

新３号建築物は省エネ適判が不要なだ
けであり、省エネ基準適合は必要です。



○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（建築物エネルギー消費性能適合性判定）

第11条 建築主は、要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画（特定建築行為
に係る建築物（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分）のエネルギー消費性能の確保のための構造及
び設備に関する計画をいう。以下この条及び次条において同じ。）を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けな
ければならない。ただし、要確認特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省
令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。

２～９ （略）

○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為）

第２条 法第11条第１項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第12条第２項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為
は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。

一 住宅の建築であって、当該住宅（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分）を次に掲げる基準のいずれ
かに適合させるもの

イ 基準省令第１条第１項第２号イ⑵の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ⑵の一次エ
ネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準（同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅（ロにおいて「気候
風土適応住宅」という。）にあっては、同号ロ⑵の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。） 仕様基準

ロ 基準省令第10条第２号イ⑵の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ⑵の一次エネル
ギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準（気候風土適応住宅にあっては、同号ロ⑵の一次エネルギー消費量に関する国土交通
大臣が定める基準に限る。） 誘導仕様基準

二 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第３条第１項に規定する設計住宅性能評価（以下この号及び次条第４項において「設計
住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を
有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。）を受けた住宅の新築

三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項の認定（同法第８条第１項の変更の認定を含む。）又は住宅の品質確保の促進等に
関する法律第６条の２第１項の確認（次条第４項において「確認」という。）を受けた住宅の新築 長期優良住宅建築等計画の認定、長期使
用構造等の確認

２ （略）

【参考】省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為
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テキスト
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テキスト
P-８
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改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

前頁

前頁

前頁
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テキスト
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テキスト
P-9
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テキスト
P-10

建築物省エネ法（省エネ基準に基づく評価方法（戸建て住宅））

22

テキスト
P-１１
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テキスト
P-１２
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テキスト
P-１３

テキスト テキスト

テキ
スト
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テキスト
P-13

（２） 省エネ性能の仕様基準について
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省エネ性能の評価方法の決定
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国資料
P-７6
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テキスト
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テキスト
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テキスト
P-２１
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テキスト
P-22
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テキスト
P-22
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テキスト
P-23

省エネ適判の申請、建築確認申請（提出図書）
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国資料
P-７９
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テキスト
P-２４

【参考】住宅性能評価等を活用した省エネ基準適合の審査手続きの合理化
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